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Ａ）令和２年１１月１日から、発熱等の症状が出たときは、まずは身近な「かかりつけ医」に、相談先に

迷うときは、「受診相談センター」に相談する体制になりました。家庭から相談先について学校へ問い

合わせがあった場合は、まずはこのことを情報提供しましょう。登校後に発熱等の症状が出た場合は、

可能な範囲で別室やパーテーションで空間を分け、換気等を行い、速やかに家庭へ連絡の上、早退等

の手続をしましょう。

【受診相談センター（１１月１日から）】・・・かかりつけ医がいないなど相談先に迷う場合

【各地区の保健所（接触者等相談センター）】

　　陽性者と接触歴があるかたや接触した可能性があるなど心配な場合

２　Ｑ＆Ａについて

Ｑ１）児童生徒に熱や咳がある場合、学校はまずどのように対応したらよいでしょうか？

午前９時～午後５時１５分

※土日祝日含む

※年末年始（12／29～1／3）を除く

　　　　　　　　　　　　　コロナ・至急に

　電　　　話　　０１２０－５６７－４９２

　ファックス　　０８５７－５０－１０３３

上記以外の時間

東部地区：電話　０８５７－２２－８１１１

中部地区：電話　０８５８－２３－３１３５

西部地区：電話　０８５９－３１－００２９

地区
電話

（８: ３０～１７: １５）
ファクシミリ

（平日８：３０～１７：１５）

東部（鳥取市保健所内） ０８５７－２２－５６２５ ０８５７－２０－３９６２

中部（倉吉保健所内） ０８５８－２３－３１３５ ０８５８－２３－４８０３

西部（米子保健所内） ０８５９－３１－００２９ ０８５９－３４－１３９２
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Ａ）保健所が学校と連携して陽性者の行動履歴や接触者調査を行い、必要な範囲に検査を行います。また、

希望する場合、自費で検査を受けることができる医療機関もあります。

Ａ）令和２年10月より、警報の発令基準が見直され、下図の指標で運用されています。（令和２年12月28

日及び令和３年１月８日新型コロナウイルス対策本部会議にて一部改正）

「警報」は、①新規陽性患者数（東部３人／週、中部２人／週、西部３人／週）の発生と、②確保病

床稼働率（圏域ごとに稼働率１５％超）の２つの指標が基準に達した場合に発令されます。また、①

②がいずれも基準を下回った日の翌日に解除又は移行されます。

「注意報」は、①新規陽性患者数（東部１人／週、中部１人／週、西部１人／週）の発生で発令され

ます。また、①の基準を下回った日の翌日に解除されます。

Ｑ３）鳥取県版「新型コロナ警報」はどのような状況で発令されますか？

Ｑ２）学校で、新型コロナウイルス感染症が発生した場合、ＰＣＲ検査等の
検査を希望すれば受けることができますか？
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Ａ）こまめに手を洗うことが、ウイルスの除去に効果的です。下図の「手洗いの６つのタイミング」や鳥
取県作成の手洗い動画等を参考に児童生徒へ手洗いの有効性を指導しましょう。また、学校だけでは
なく、家庭への働きかけも必要です。生徒保健委員会による感染予防を呼びかける動画を独自に作成
し、動画配信チャンネルで配信している学校もあります。

（鳥取湖陵高等学校　https://www.youtube.com/channel/UCr_WobXoSBCBkScjb6qFHlw　）

Ｑ４）正しい手洗いの方法等について、参考となる資料はありますか？
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Ａ）フェイスシールドやマウスシールドは、口元を完全に覆わないため、マスクほどの飛沫防止の効果は

期待できません。そのため、フェイスシールドやマウスシールドのみの場合は、２メートル以上の身

体的距離をとるなどの感染防止への配慮が必要です。

Ａ）陽性者と感染可能期間（有症状の場合：症状出現の２日前から入院まで。無症状の場合：検体採取日

の２日前から入院まで）に接触した者のうち下記に該当する者とされています。

　　　①陽性者と同居あるいは長時間の接触（車内、航空機内等を含む）があった者

　　　②適切な防護なしに陽性者を診察、看護、介護等した者

　　　③陽性者の気道分泌液もしくは体液等に直接触れた可能性が高い者

　　　④１メートル程度の距離で、必要な感染予防策なしで、１５分以上の接触があった者

　　※上記は目安であり、保健所が接触状況を聞き取り濃厚接触者を特定します。

Ａ）学校で陽性者が発生した場合、濃厚接触者の特定や校内の消毒が必要となるため、一旦臨時休業する

ことが想定されます。ただし、臨時休業の実施期間や規模等は、保健所の疫学調査等を踏まえ、学校

内における活動の態様や感染経路の明否等で最終的に決定することになります。学校は、いざという

時に備え、家庭への連絡手段の確保について確認しておくことや、保健所に提出する児童生徒や教

職員名簿、校内の見取図について準備をしておくことが必要です。陽性者の行動記録等について保健

所から協力を求められる場合があります。専門知識をもつ学校医や学校薬剤師等とも適宜連携をとる

とともに、陽性者や濃厚接触者等が学校で誹謗中傷されることが無いよう、日頃から人権に配慮し

た指導も大切です。

Ｑ５）フェイスシールドやマウスシールドをすれば、マスクの着用は不要ですか？

Ｑ６）濃厚接触者の範囲はどのような範囲でしょうか？

Ｑ７）学校で新型コロナウイルス感染症の陽性者が発生した場合に備えて、
どのような準備をしておけばよいでしょうか？
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Ａ）流れ図を一例として掲載しています。なお、保健所が接触状況を聞き取り、濃厚接触者を特定します
ので、学校は必要に応じて保健所への協力をお願いします。また、保健所へ提出する可能性のある「児
童生徒及び教職員の名簿」や「校内の見取図」の準備、陽性確定後に必要となる校内の消毒作業に使
用する物品（使い捨て手袋、消毒液、キッチンペーパーなど）の確認、臨時休業が決定した際に保護
者へ連絡する手段等についても確認をしておきましょう。

Ａ）文部科学省では、ホームページ上に差別と偏見をなくすために資料等を掲載しています。
また、鳥取県教育委員会のホームページ（人権教育課）でも学習教材等を掲載していますので、適宜
御活用ください。

（文部科学省）　https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00122.html
（人権教育課）　https://www.pref.tottori.lg.jp/item/1216320.htm#moduleid592524

Ｑ９）新型コロナウイルス感染症による差別や偏見を防止するための、児童
生徒向けの教材はありますか？

Ｑ８）教職員や児童生徒の同居の家族が陽性や濃厚接触者に特定された場合
を想定して、どのような準備を想定しておけばよいでしょうか？

同居家族の陽性 同居家族が濃厚接触者

教職員や児童生徒が濃厚接触者に特定 教職員や児童生徒の行動制限はなし

検査 ＊２週間の体調管理を厳重に＊

陽性 陰性

治癒するまで出席（出勤）停止 ２週間の出席（出勤）停止

必要に応じて学校の臨時休業 学校等欠席者・感染症情報システムへの登録

濃厚接触者の特定・校内の消毒等

陽性者は退院後、４週間の健康観察が必要
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